
入居契約書付属資料 

 

やすらぎ荘重要事項説明書 

 

１．運営法人の概要 

  名  称   在宅福祉支援グループ・コスモス（ＮＰＯ法人） 

  所 在 地   尼崎市金楽寺町２－１０－１ 

  電 話   ＴＥＬ ０６（６４８１）３３６３ 

  代 表 者   理事長 下條 洋子 

  設 立 日   ２０００年２月７日 

  主な事業   居宅介護支援事業、介護予防支援事業、訪問介護事業、専門型

訪問サービス事業、標準型訪問サービス事業、地域密着型通所

介護事業、介護予防型通所サービス事業、高齢者・介護相談事

業、障害者総合支援事業 

 

２．健寿荘（やすらぎ荘）の概要 

  名  称   有料老人ホームやすらぎ荘 （以下、やすらぎ荘と称します） 

         ※住宅型有料老人ホーム 

  所 在 地   尼崎市金楽寺町２－１０－１ 

  電 話   ＴＥＬ ０６（４８６８）３５９０ 

  開 設 日   ２０００年７月２７日 

  管理者    酒井 ミチ子 

  アクセス   ①阪神尼崎駅、大物駅、ＪＲ尼崎駅より徒歩１５分 

         ②尼崎市バス「金楽寺」停留所より徒歩５分 

  施 設 等   ＜１階＞ 

         食堂兼機能訓練ふれあいホール（１階・２階）、共同調理室、風

呂、洗濯室、洗面室、トイレ、カラオケセット、花壇 

         ＜２～４階＞ 

         居室 全 30 室 

各階７室、13.905～14.457 ㎡、調理台・洗面台・トイレ・収納

庫・エアコン・ナースコールを設置 

         各階２室、18.54 ㎡ 共同調理場（１階）洗面台・トイレ・収納

庫、エアコン、ナースコールを設置 

各階１室（夫婦部屋可）23.18 ㎡ 調理台・洗面台・トイレ・収

納庫・エアコン・ナースコールを設置 

 

３．入居要件 

  ①金楽寺町及びその周辺地域にお住まいの方を優先します 

   ※法人指針 地域住民の「住み慣れた町に住み続ける」スローガンによる 

  ②６５歳以上の要介護認定を受けた方（要支援を含む）及び同程度の介護を必

要とするもの（以下「要介護者」）、介護サービスを受給する資格のある方 

  ③自傷他害のおそれがなく、共同生活を営むことに支障がない方 

  ④常時医療機関において治療をする必要がない方 

 

 



４．職員に関する事項（２０２４年４月現在） 

 (1)職員の職種と勤務形態 

 常 勤 非常勤 合 計 

施設長（管理者） １  １ 

施設介護職員  8 8 

事務員 1     1 

調理  7 7 

 (2) 介護職員が有する資格   介護福祉士、ヘルパー２級、初任者研修、 

                基礎研修 

 (3) 常勤職員の勤務時間帯   日勤   9：00～17：00 

                 夜勤   21：30～ 9：30 

                 非常勤  6：00～ 9：00 

                      15:30 ～19：00 

 (4)夜勤を行なう介護職員（１日当り）    １名 

 

５．提供するサービスに関する事項 

  (1)サービス提供の基本方針 

   ①入居者の人格及び人権を最大限尊重し、入居者の立場に立ったサービスの

提供に努めます。 

②入居者の心身の状況を踏まえた適切なサービスの提供に努めます。 

③提供したサービスの質の評価を行ない、常に改善を図るよう努めます。 

④入居者の家族との連携を大切にし、交流の機会を確保するよう努めます。 

   ⑤地域に開かれた運営を重視し、入居者と地域住民の共生を追求します。 

  (2)提供するサービス（主なもの） 

①  食事の提供 

②  その他の日常生活上のお世話・健康チェック 

③  ふれあいホールでのレクリエーション、季節の行事、誕生会等の催し 

④  ボランティアの協力による外出支援 

⑤  各種の生活相談（行政手続、年金相談など） 

(3)介護保険法による介護サービスを受ける場合は、入居者様のご希望にそっ

て居宅介護支援事業所の介護支援専門員によるケアプランの作成により、居

宅同様の介護サービス及び、訪問介護（ホームヘルパーの派遣）など多様な

介護サービスを提供いたします。 

 

６．やすらぎ荘での生活（日課） 

  やすらぎ荘での生活は、入居者各人の生活スタイルや趣味・嗜好を尊重し、画

一的な運営を行なわないように配慮しています。そのうえで、大まかな日課の

流れを一例として参考までにご説明します。 

 朝食  午前７時～ 

 各居室の巡回（安否確認、排泄の

介助など） 
 午前、午後、夜間に行ないます 

 健康チェック、入浴  午前から午後にかけて 

 昼食  正午～ 



 レクリエーション・ティータイム  午後にふれあいホールにて（希望者） 

 夕食   午後５時～  

 

７．食事の提供 

 (1)食事はご希望の方には朝食・昼食・夕食の 3 食ご用意いたします。 

(2)朝食はやすらぎ荘職員の調理によりご提供します。昼食及び夕食は施設食事サ    

ービスの受託運営会社より提供され、施設職員により配膳、ご用意いたします。 

 (3)食事の取消しは、次の時間までにお願いします。 

   朝食 前日の１７：００ 昼食 当日の９：００ 夕食 当日の１２：００ま 

   でとします。（上記以降のキャンセルについては、食事代金をいただきます。

但し、体調不良や急変など、緊急をやむを得ない事情がある場合は不要とし 

ます。） 

 

８．協同利用施設の利用時間等 

 (1)ふれあいホール 

   ２４時間利用可能ですが、夜間は他の入居者に迷惑にならないよう利用して

ください。 

 (2)風呂 

   日曜日を除き利用時間は９：００～１９：００ですが９：００～１６：００

は介助浴の方の時間帯です。石鹸や洗髪剤等は施設で用意しておりますが、

皮膚乾燥等で医師の指示等により特別な洗剤などを使用いただく場合は、自

己負担となります。 

 (3)洗濯機・洗濯場 

   利用時間は９：００～１６：００です。早朝の洗濯機の使用は控えてくださ

い。個人で使用する洗剤等は自己負担です。職員に洗濯を依頼される場合は

有料となります（その他の費用を参照）。 

 

９．1 か月の利用料 

 (1)家賃及び管理費 

居室面積  13 ㎡ 13 ㎡ 15 ㎡ 18 ㎡ 23 ㎡ 

 ５室（温水設

備なし）  

１３室（温水

設備あり）  
３室  ６室  ３室  

家賃  42,500 50,000 50,000 60,000 70,000 

共益費  28,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

 (2)その他の利用料 

居室の水光熱費 自己負担 水道代は管理費に含む 

食 費 

朝食 340 円/回 

昼食 550 円/回 

夕食 550 円/回 

希望者 

日常生活用品費  実費負担 おむつ代など 

洗濯代  ２,０００円/月 希望者 



レク行事費  実費負担 お食事会、行事など 

理美容代  １,０００円～ 出張サービス 

介護サービス費 

介護保険のサービスを利用された場合はそれぞれのケ

アプランに基いて実施された介護サービスの内容により

自己負担金が生じます。  

ゴミ廃棄料 １，０００円 

 

１０．敷金の返還金 

敷金  200,000 円 

原則、退去時に全額返金いたします。但し、居室の原状回復に要する費用 

（修繕費等）及び、滞納金があった場合は、敷金より差し引き、不足分があ

れば請求します。 

 

１１．費用のお支払い方法 

 (1)家賃・管理費は、毎月２０日までに発行する請求書に基づき、現金または銀行、

郵便自動引き落としのいずれかによって翌月分を末日までに収めていただき

ます。 

 (2)その他の費用は、１か月ごとに計算し、利用料と合わせ翌月２０日までにご請

求しますので、請求のあった月の末日までに同様の方法でお支払いください。 

 (3)月の中途における入居または退居については、日割り計算とします。 

(4)退去後、清算後に発生する費用を後日ご連絡することもあります。ご了   

承ください（締め日・仮払金等の清算・介護利用料等の過誤調整等） 

 

指定口座への振込み 

 (1)尼崎信用金庫長洲支店 普通預金 №０７６４９１４ 

   名義 在宅福祉支援グループ・コスモス 理事長 下條 洋子 

 (2)郵便局  ００９５０－０－２４８２０８ 

   名義 在宅福祉支援グループ・コスモス 

 

１２．医療機関との連携 

(1)医療機関への通院が困難な方には、往診をご利用いただけます。現在やすらぎ

荘では内科、眼科、皮膚科、歯科の往診を受入れています。 

 (2) やすらぎ荘では次の医療機関と提携しています。 

   田中医院（尼崎市長洲本通３－９－２０、電話０６－６４８１－７４３９   

内科、循環器科、放射線科） 

 

１３．身元引受人 

(1)入居に際して身元引受人を少なくとも１名定めてください。但し、身元引受人

を定めることができない相当の理由がある場合はその限りではありません。 

(2)身元引受人は、入居契約に基づく入居者の債務について連帯債務者となるとと

もに、必要あるときは入居者の身柄の引き取り、残置財産の引取り等を行なう

ことに責任を負います。 

 



１４．金銭等の管理 

(1)有料老人ホームやすらぎ荘及び、NPO コスモスは、入居者の現金及び預貯金に

つき、一切管理しません。居室内の現金の紛失等についても責任を負いません。

これらの管理は、入居者の自己責任、またはご家族様の責任でお願いします。

また、財産の管理運用についてもこれを行いません。 

(2)入居者の生活に必要な現金（通院費、生活用品等に必要な額＝３万円以内）は

個人管理でお願いします。 

 (3)財産管理が必要な場合は、ご家族とも相談の上、関係機関（者）の紹介の労を

とらせていただきます。 

 (4)通院や介護保険の手続きなどのお世話のために、入居者から依頼を受けた物品

につきましては、預り証を交付したうえで、やすらぎ荘が責任をもってお預か

りいたします。 

 

１５．苦情処理の概要及び受付窓口 

 (1)入居者からの苦情に対しては、迅速かつ適切に対応し、事実関係の調査、改善

措置、入居者及びご家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講じます。 

 (2)苦情の受付窓口と受付時間帯は次のとおりです。 

   苦情受付 ：管理者  酒井 ミチ子 （９：００～１８：００） 

   管理者が不在の場合は、勤務職員が対応します。 

   解決者：在宅福祉支援グループ・コスモス 苦情・事故対策室 担当：大盛 

 

１６．秘密の保持及び個人情報保護 

(1)コスモス及びやすらぎ荘の職員は、業務上知り得た入居者様又はそのご家族の

秘密保持、個人情報の保護を厳守します。退職した後も同様とします。 

(2)職員又は職員であった者が、業務上知り得た入居者様又はそのご家族の秘密や

個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。 

 (3)入居者様又はそのご家族の個人情報の利用目的は別紙のとおりです。目的外の

利用が必要な場合は、事前の承諾を得た場合に限って利用いたします。 

 

１７．緊急時、非常災害時における対応 

(1)入居者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医または提携

医療機関、消防署等と連絡をとり、適切な措置を講じます。 

(2)非常災害が発生した場合、職員は入居者の避難等適切な措置を講じます。また、

管理者は日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を

職員に周知し、災害時には避難等の指揮をとります。 

(3)やすらぎ荘では年２回定期的に火災・避難訓練を行ないます。又、災害時に備

え非常食も備えています。 

 

１８．損害賠償 

(1)入居者に対する生活支援サービス提供に当たって、万が一事故が発生し、入居

者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、

損害賠償を行ないます。但し、利用者に重過失がある場合は、やすらぎ荘は損

害賠償を免除され、または賠償額を減額されることがあります。 



(2)損害賠償の履行のために、やすらぎ荘は損害賠償責任保険に加入しています。 

 

１９．契約解除に該当する事由 

  ① 正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を３ヶ月分滞納し、督

促期限内に支払いの行われないとき。 

  ② 入居者の行動が他の入居者の生活や健康に重大な影響を及ぼすおそれがあ

り、かつ入居者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができな

いとき。 

  ③ 長期の不在により、この契約を継続する意思がないと認めたとき。 

④   ３ヶ月以上の入院が続き、退院の目途が明らかでないとき。 

⑤   入居者が故意に入居契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないと    

き。ただし、あらかじめ退居先が決まっている場合を除き、居宅介護支援 

事業者又はその他の保健機関もしくは福祉サービス機関等と連携して、入

居者またはご家族に対し、円滑な退居のための援助に努めます。 

⑥入居者の死亡、または施設では対応できない病状の悪化等で急な退去の意志

を本人または家族の申し出があった場合、原則として、居室の荷物を全撤去

した日を退去日とします（月途中の場合の家賃は、日割り計算で頂きます）。 

  ※退去にあたり、処分する電気機器や家具、衣類等の処分代は自己負担となり

ます。 

 

２０．適切な運営の確保 

(1)やすらぎ荘の適切な運営を行なうため、入居者様、ご家族、職員、地域住民、

有識者等から構成される運営会議を設置します。 

 (2)運営会議は年２回以上開催し、議事録を事務所に備え付けます。 

 

２１. 虐待防止に関する事項 

  事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止の為次の措置を講じます。 

  １. 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施（年 1 回） 

  ２. 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備（法人内責任者・担当者に

相談） 

  ３. その他虐待防止のために必要な措置（法人内規定に沿って） 

  事業所はサービス提供中に当該事業所従事者又は養護者（利用者の家族等高齢 

  者を現に養護するもの）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合 

は、速やかに、これを市町村に通報することもあります。 

 

２２. 身体拘束の禁止 

    事業所は、指定生活介護等の提供に当たっては利用者又は他の利用者の生 

   命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き。身体的拘束その他 

利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行わないもの 

とします。 

  ２ 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他の必要な事項

を記録します。 



  ３ 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に揚げる措置を講じます。 

   （１）身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及

びその結果について従業者への周知 

   （２）身体拘束等の適正化の為の指針の準備（マニュアル作成） 

    （３）従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

 

２３. 事故発生時の対応方法について 

利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者

の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じます。 

また、利用者に対する賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに

行います。 

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入していますが、適応する内容によ

り対象外となることもあります。※入居者個人での単独事故の場合は状況によ

ります。保険会社名  東京海上日動火災保険株式会社 

 

２４. 衛生管理等 

(1) 施設内の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

(3) 感染症及びまん延の防止のための対策委員会の設置、法人指針を整備し、定

期的な研修・訓練を行います。 

 

２５. 火災等非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める消防計画により対応いたします。 

平時の訓練 
・別途定める消防計画に則り、年２回、火災・避難訓練を利

用者様の方も参加して実施します。 

防災設備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有  

・ガス漏れ報知機  有  ・非常通報装置   有 

・スプリンクラー  有 

・  カ－テン等は防炎性能のある物を使用しています。 

・  震災に備えての備蓄（食料・飲料水） 

（その他、拡声器・携帯ラジオ・ロープ・懐中電灯等） 

消防計画 
消防署への届出日： 令和４年１０月 

防火管理者   ： 酒井 ミチ子 

 

２６. 当事業所をご利用の際に留意いただく事項 

設備・器具の利用 

事業所内の設備、器具は本来の用法にしたがってご利用

ください。これに反したご利用により破損が生じた場

合、賠償していただくことがあります。 

喫  煙 喫煙は決められた場所でお願いします。 



来訪・面会 

入居者への面会は、面会時間（７：００～２１：００）内

であれば原則自由です。来訪者は面会時間を遵守し、必ず

その都度職員にご報告ください。 

外出・外泊 
ご家族・知人との外出・外泊は原則自由です。行き先と帰

宅時間を職員にお知らせください。 

喫煙 
防火対策のため、喫煙は決められた１階の喫煙コーナーで

お願いします。 

迷惑行為 

騒音等、他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。

また、むやみに他の利用者の居室に立ち入らないようにし

て下さい。 

衣類への記名 
衣類の洗濯を職員に依頼される方は、衣類にお名前を記入

させていただきます。 

不燃性カーテンの 

使用 

居室でご利用のカーテンは、不燃性の生地をご使用くださ

い。寝具を購入される場合もご留意ください。 

宗教・政治活動 
施設内で他の利用者の意に反する宗教活動、政治活動はご

遠慮下さい。 

ペットの飼育 利用者の居室でのペットの飼育はご遠慮下さい。 

 

有料老人ホームやすらぎ荘 ご入居・利用の開始に際し、本書面に基づき重要事項

の説明を行いました。 

以上、入居契約書と合わせてよくお読みいただきますようお願いいたします。 

 

有料老人ホームやすらぎ荘 

 

 説 明 者：                 印   

  

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

また、この文書が契約書の別紙（一部）となることについても同意します。 

 

     年  月  日 

 

説明者：              ㊞ 

 

 

 

                 名前：               ㊞ 

上記代理人 

住所                   

氏名              ㊞ 


